
１．職員の任免及び職員数に関する状況
(1)採用状況（令和６年４月１日採用）

(2)退職状況

(3)職員数
ア　部門別職員数の状況と主な増減理由

イ　等級および職制上の段階ごとの職員数

佐那河内村の人事行政の運営等の状況の公表について

　「佐那河内村人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」第４条の規定に基づき、令和６年度
の職員の任用、勤務条件等の状況を村民の皆さんにお知らせいたします。

令和７年12月１日　　
佐那河内村長　岩城　福治

区分
部門 R5.4.1 R6.4.1

議会 1 1 0
総務企画 19 21 2 徳島県出向者等による増
税務 3 3 0
民生 11 12 1 保育充実のため１名採用
衛生 4 3 △ 1
農林水産 6 3 △ 3 公営企業部門へ異動２名減
商工 0 0 0
土木 4 4 0
小計 48 47 △ 1
教育 6 5 △ 1 普通退職者１名減
小計 6 5 △ 1
水道 1 2 1 農林水産部門より異動１名増
下水道 1 2 1 農林水産部門より異動１名増
その他 3 2 △ 1
小計 5 6 1

59 58 △ 1

対前年
増減数

主な増減理由

合計

一般行政
部門

特別行政
部門

公営企業
等会計部

門

職員数

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

主事、技師の職務
主事補、技師補の職
務
保育士、保健師の職
務

事務主任、技術主任
の職務
特に高度な知識又は
経験を必要とする主
事、技師、保育士、
保健師の職務

係長の職務
主任保育士の職務

主査の職務
困難な業務を行う主
任保育士の職務

課長、主幹の職務
課長補佐の職務
保育所長、会計管理
者、議会事務局長、
教育次長の職務、教
育次長補佐の職務

参事、課長の職務
困難な業務を行う保
育所長、会計管理
者、議会事務局長、
教育次長の職務

人数 12 10 11 7 12 5 57

構成比 21% 18% 19% 12% 21% 9% -

技能労務職員 人数 - 1 - - - - 1

係長級
係長級

課長補佐級
課長補佐級

課長級
課長級

人数 11 7 12 5 57

構成比 19% 12% 21% 9% -

基準となる職務内
容

区分

計

一般職員
（技能労務
職を除く）

一般職員
(技能労務職
員を除く)

職制上の段階 係員級

22

39%

R1 R2 R3 R4 R5 R6
0 2 0 0 1 2
1 1 1 1 4 4

うち35歳未満 1 1 0 1 2 3
1 3 1 1 5 6

普通退職者
定年退職者

計

区分 申込者数 受験者数 採用者数 競争率
初級行政事務職 53 42 2 21.0
保育士 3 2 1 2.0
調理師 5 5 1 5.0



ウ　年齢別職員構成の状況

エ　再任用職員の任用状況

２．職員の人事評価の状況

３．職員の給与の状況
(1)　人件費の状況

(2)　職員給与の状況（普通会計予算）

(3)　平均給料月額、平均年齢の状況

(4)　職員の経験年数別、平均給料月額の状況

(5)　ラスパイレス指数の状況

　再任用制度とは、長年培った能力・経験を効率的な行政運営に有効に活用するとともに、我が
国が本格的な高齢社会を迎える中、公的年金の支給開始年齢の引き上げが行われていることを踏
まえ、雇用と年金との連携を図るための地方公務員法に基づく制度です。

　人事評価制度は、職員の一定期間における勤務成績を評価し、その結果を職員の能力開発及び
活用に役立て、公正な人事管理を行うことを目的としています。

20歳 24歳 28歳 32歳 36歳 40歳 44歳 48歳 52歳 56歳

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

23歳 27歳 31歳 35歳 39歳 43歳 47歳 51歳 55歳 59歳

R5.4.1 0 2 7 10 5 7 2 6 10 5 3 1

R6.4.1 0 2 7 8 4 10 3 7 8 4 2 3

R5.4.1 0% 3% 12% 17% 9% 12% 3% 10% 17% 9% 5% 2%

R6.4.1 0% 3% 12% 14% 7% 17% 5% 12% 14% 7% 3% 5%

20
歳
未
満

60
歳
以
上

区分

職員数

構成比

R5.4.1 1 1 0 2
R6.4.1 1 1 1 3

係長 保育所長 計
　　 職名
基準日

調理員

職員数 1人当たり
(A) 給料 職員手当 期末勤勉 計(B) (B)/(A)

令和６年度 58 237,469 35,830 93,082 366,381 6317

単位（千円）

対象年度
給与費

住民基本
台帳人口 歳出額 実質収支 人件費 人件比率

(R6.1.1現在) (A) (B) (B)/(A)
令和６年度 2,141 2,778,378 99,072 640,665 23.1%

対象年度

単位（千円）

区分
299,542 40.5
328,335 43.2
328,823 42.1
299,781 41.0

平均給料月額 平均年齢

佐那河内村
徳島県

類似団体
国

10年以上 15年以上 20年以上
15年未満 20年未満 25年未満

一般行政職 283,240 290,500 363,700

区分

基準年
区分

98.2 94.7 △ 3.5
95.7 95.9 0.2
96.3 96.4 0.1

前年度
増減

佐那河内村
県内町村平均
全国町村平均

R5.4.1 R6.4.1



(6)　手当の状況

※退職手当については、徳島県市町村総合事務組合に事務委任しています

手当名 支給額

配偶者 6,500 円
子等配偶者以外の扶養親族 一人につき 6,500 円
16歳未満の子 10,000 円
満16歳未満の年度始めから満22歳の年度末まで 一人につき5,000円を加算

６級１種 参事 60,000 円
６級２種 総務課長 51,000 円
６級３種 課長、議会事務局長、保育所長、会計管理者 42,000 円
６級４種 主幹 33,400 円
５級２種 総務課長 47,100 円
５級３種 課長、議会事務局長、保育所長、会計管理者 39,300 円
５級４種 主幹 31,500 円

月額27,000円以下の家賃
家賃の月額から16,000円
を控除した額

月額27,000円を超える家賃

家賃の月額から27,000円
を控除した額の２分の１
を11,000円に加算した額
（上限55,000円）

交通機関
通勤のため交通機関等を利用し、かつ、その運
賃等を負担することを条例とする職員に支給

通勤に要する運賃相当額
（上限55,000円）

交通用具
通勤のため自動車等交通用具を利用することを
常例とする職員に支給

 2km～10km　 4,200 円
10km～15km　 7,100 円
15km～20km　10,000 円
20km～25km　12,900 円
25km～30km　15,800 円
30km以上　　18,700 円

特殊勤務手当 ７種類

時間外勤務手当
勤務１時間当たりの給与
額×支給率×勤務時間

休日勤務手当
勤務１時間当たりの給与
額×135/100×勤務時間

夜間勤務手当
勤務１時間当たりの給与
額×150/100×勤務時間

管理職特別
勤務手当

１種～３種　7,000 円
４種　　　　6,000 円

宿日直手当 5,400 円
期末手当 期末手当基礎額×1.250
勤勉手当 勤勉手当基礎額×1.050

勤続20年 19.669500 月分
勤続25年 28.039500 月分
勤続30年 34.735500 月分
勤続20年 24.586875 月分
勤続25年 33.270750 月分
勤続30年 40.803750 月分

宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員に支給

支給要件等

借家

扶養親族

通勤手当

住居手当

管理職手当

扶養手当

著しく特殊な勤務で給与場特別の配慮を必要とし、かつ、
その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められ
るものに従事する職員に支給

正規の勤務時間を超えて勤務を命ぜられた職員に支給

祝日法による休日及び年末年始の休日等に勤務することを
命ぜられた職員に支給
正規の勤務時間として、午後10時から翌日午前５時までの
間に勤務することを命ぜられた職員に支給
管理又は監督の地位にある職員が、週休日又は休日及びそ
れ以外の日の午後10時から翌日午前５時までの勤務に対し

基準日（６月１日、12月１日）に在籍する職員に支給
基準日（６月１日、12月１日）に在籍する職員に支給

自己都合

定年

退職手当
（参考）



(7)　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
ア　勤務時間

　〇勤務を要する日　毎週月曜から金曜日までの週５日間
　〇１日当たりの勤務時間　　午前８時30分から午後５時15分までの７時間45分
　〇１週間当たりの勤務時間　38時間45分

イ　主な休暇制度

ウ　年次有給休暇の取得状況

エ　育児休業の取得状況（令和６年４月１日～令和７年３月31日）

オ　その他休業の取得状況

カ　介護休暇の取得状況

４．分限及び懲戒処分の状況

種類 内容 休暇日数等
年次有給休暇 １年に20日

公務上の負傷又は疾病 その療養に必要と認める期間

上記以外の負傷又は疾病
連続して90日を超えない範囲内で
その療養に必要と認める期間

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
の規定による交通の制限又は遮断

その都度必要と認める期間

風水震火災その他の天災地変により職員の現住所が滅失又
は損壊し、当該職員がその復旧作業等を行い、または一時
的に避難をしている場合
同一世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不
足し、当該職員以外には確保する者がいない場合

１週間を超えない範囲内におい
て、その都度必要と認める期間

交通機関の事故等不可抗力による事故の場合 その都度必要と認める期間
風水震火災その他の天災地変により職員が退勤途上におけ
る身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得な
いと認められる場合

その都度必要と認められる期間

裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署の呼び出し
に応ずる場合

その都度必要と認める期間

介護休暇
（無給）

配偶者、父母、子等で負傷、疾病又は老齢により日常生活
を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しない
ことが相当であると認められる場合

介護を必要とする一の継続する状
態ごとに、連続する６月の期間内
で必要と認める期間

特別休暇

病気休暇

総取得日数 対象職員数 平均取得日数
405.0 55 7.0

男性 女性
この期間中に新たに育児休業が可能となった職員 0 0
新たに育児休業を取得した者 0 0

育児部分休業 2
高齢者部分休業 0
自己啓発等休業 0
配偶者同行休業 0

男性 女性
新たに介護休暇を取得した者 0 0
前年度から引き続いている者 0 0

該当者数 処分事由
降給 0
休職 1 体調不良によるもの
降任 0
免職 0
戒告 0
減給 0
停職 0
免職 0

分限処分

懲戒処分

処分の種類



５．服務の状況

６．職員の研修の状況
（１）村主催の研修

（２）県主催の研修

７．職員の福祉及び利益の保護の状況

（１）健康診断の状況

（２）公務災害の認定状況

（３）措置要求、不服申立の状況

　職員の共済制度については、地方公務員等共済組合法により徳島県市町村職員共済組合（学校職員に
ついては、公立学校共済組合）が実施しています。また、職員の福利厚生事業として徳島県市町村職員
互助会に加入しています。

　すべての職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、職務遂行に当たっては全力で専念
しなければなりません。
　職員には、命令に従う・秘密を守る義務や信用失墜行為・争議行為の禁止、営利企業等の従事・政治
行為の制限などが課せられています。

研修名 受講者数
ハラスメント研修 39
情報セキュリティ研修 34

研修名 受講者数
新規採用研修（前期） 3
新規採用研修（後期） 3
係長級研修 6
課長補佐級研修 2
課長級研修 1
税務職員研修 1
契約事務研修 1
財務事務研修 1
発達が気になる子と保護者支援研修 2
行政法入門講座 1
法務能力向上のための特別実務セミナー 1

区分 受診者数
一般定期健康診断 31
人間ドック 27

区分 認定件数
公務災害 0
通勤災害 0

内容 件数
勤務条件に関する措置の要求の状況 0
不利益処分に関する不服申し立ての状況 0


